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第４章 宿泊事業制度の分析 

 
日本の宿泊に関する法制度は、旅館業法、国際観光ホテル整備法、農山漁村滞在型余暇

活動のための基盤整備の促進に関する法律等から構成されている。これまでも宿泊に関す

る法制度について、個別法単位では主として制度解説等を主な内容とする論文が発表され

てきている。本章は宿泊に関する法制度について全体を俯瞰しつつ、特に、宿泊業務に関

する中心的法制度である旅館業法及び国際観光ホテル整備法について分析し、宿泊引受義

務、料金規制、泊食分離等についての法制度としての規範性に関して分析するとともに、

本研究の目的である観光概念における日常性と非日常性の意識の接近という課題を解明す

るため、居住設備制度と宿泊設備制度に関して分析、整理するものである。 

 

第 1 節 宿泊事業に関する一般法としての旅館業法 

(1)旅館業法の目的 

旅館業に代表される宿泊事業は、文字どおり旅人を宿泊させる「交通機関の補助機関」１）

２）であるということが本来の目的として意識され、法制度の対象とされてきた。それ以外

の目的の場合、治安維持、風俗取締的発想で取締りの対象ともなったわけである。旅行に

おける宿泊及び食事は、旅行者に休息と満足感をもたらすことが期待されているが、睡眠、

食事は日常生活でも行っている行為であり、旅行地における宿泊は日常生活の継続でもあ

る。宿泊事業についての一般法である旅館業法は、第２次世界大戦後の混乱の中で、生活

環境や衛生面が極度に劣悪化した反省から、「環境衛生思想の確立が急務」3)とされ、公衆

衛生の見地から 1948年に制定された。次いで 1957年売春防止法の制定を機に、善良な風

俗保持の観点からの規制（学校教育施設との距離制限等）が加えられた。この改正時には

簡易宿所等の新たな定義づけもなされたが、この時点では宿泊事業を積極的に評価し、宿

泊事業の育成及び観光に関する地域計画に必要であるいう認識はまだ発生していなかった。 

1996年全国旅館環境衛生同業者組合連合会の陳情を受け、旅館業法が改正された。同法

の目的規定が、旅館業の健全な発達を図ること等により公衆衛生及び国民生活の向上に寄

与する積極的な規定に改められ、あわせて国、自治体は、必要な資金の確保、助言、情報

の提供等の措置を講ずるよう努めることとされた。 

この 1996年の旅館業法の一部改正は、1949年国際観光ホテル整備法の制定と同じく、議

員提案４）により行われたが、これは、主務官庁をめぐって政府部内の意見の統一を図るこ

とが困難であったことによるものと考えられる。この改正により、従来の旅館業法が業界

の取締を主とする管理法であったものが、振興法として改正され、道路運送法等と同じく、

旅館業の健全な発達を目的とする業法となったわけである。 

宿泊行政に関しては、公衆衛生の見地から厚生省が、防災の見地から総務省（消防庁）

が、建築基準の観点から国土交通省(旧建設省)が、外客誘致の観点から国土交通省(旧運輸

省)が所管していることは関係省庁間では異論のでない状態であったが、1996年の旅館業法

の一部改正法により、旅館業を事業として所管する行政機関は旧厚生省ということになっ

たわけである。 

現在宿泊事業を業として所管する行政機関は厚生労働省であるが、観光産業に占める宿

泊事業のウェイトの高さを考えると、観光産業全体をトータルで考える行政機関が存在し
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ないという意味では、1996年の旅館業法の改正後も状況は変わらず、宿泊施設を含めた総

合的観光計画策定のための行政機関は未だ存在しない。2000年観光立国担当大臣が設置さ

れたが、具体的な法制度の裏づけがない点では、未だ変化がないといえる。 

(2)旅館業の定義  

旅館業法第 2条では、旅館業とは「宿泊料を受けて」「人を宿泊させる営業」と定義し、

「宿泊」とは「寝具を使用して」ホテル・旅館等の「施設を利用することを言う」と規定

している。政府の原案では「寝具を提供して」となっていたが、寝具を持ち込む下宿も法

の対象となっていることから、参議院で議員修正された。 

これに対して、外客誘致を目的とする国際観光ホテル整備法では、ホテル・旅館業とは、

「人を宿泊及び飲食させる営業をいう」と定義し、宿泊のみならず飲食サービスの提供を

加えている（同法施行規則第 4条第 3項第 9号では、登録要件として「洋式の朝食が提供

できること」と規定）ものの商法 778条に相当するような食事提供義務までは規定してい

ない。 

旅館業法は有償性を前提とするが、これは無償のものまで規制をする趣旨ではないこと

による。参入に関する数量規制のない旅館業法では宿泊料自体の規制は目的とはしないか

らである。宿泊料につき「名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされ

るものは含まれる。例えば，休憩料はもちろん，寝具賃貸料，寝具等のクリーニング代，

光熱水道費，室内清掃費も宿泊料とみなされる。また，宿泊施設付きの研修施設（セミナ

ーハウス）等が研修費を徴収している場合も，例えば当該施設で宿泊しないものも含め研

修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない

限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。」５）とする見解があるが、数量規制を目的

としない旅館業法の有償性は制限的に解釈すべきであり、この解釈は広すぎる。 

なお、治療の一環として医療施設が入院サービスを提供する場合、教育の一環として教

育施設が入寮サービスを提供する場合、会社が福利厚生として社員寮サービスを提供する

場合等は、必ずしも旅館業法の宿泊サービスとはみなされない。しかしながら、生活の高

度化により、治療、教育等も日常生活の中に溶け込みつつあり、旅館業法に規定される旅

館、ホテルにおいても、「生きがい対応型デイサービス」(1)といった形で新たなサービスと

して提供され始めている。高齢化時代、生涯学習時代において、これまで宿泊施設とされ

てきた施設において、旅行者に対する宿泊サービスを主体としたものと生活者に対する教

育、医療、介護サービス等を主体としたものとの混在化の進展が予想され、宿泊事業法制

度の再構築の必要性が予想される。 

(3)宿泊施設と居住施設  

選挙、納税制度等のもととなる住所、居所を定める住居施設と、旅行者のための宿泊施

設は法制度において異なる体系のもとに規定されている。前者は不動産賃貸借契約により

提供される場合もあり、借地・借家法等により権利性の強いものとしてこれまで保護され

てきた。 

旅館業は「人を宿泊させる」(2)ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパー

トや間借部屋などは建物賃貸業（貸室業・貸家業）であって旅館業には含まれないと考え

られる。つまり宿泊とは非日常性のものであり、間借り等の日常性のあるものとは区別さ

れるべきであるが、旅館業法は戦前における宿屋取締制度（３）を実質的に引き継ぐ形で成立
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した沿革的な理由等により、日常性のあるものを対象とする下宿営業にも適用される点に

おいて、結果として住宅政策の一部を担っていた面を有している。 

1948年の制定時は、「下宿」とは「一週以上の期間を単位とする宿泊料又は室料を受け

て人を宿泊させる施設で、都道府県知事の定める下宿としての基準に合うものをいう」と

規定していたが、1957年改正により「施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を

受けて、人を宿泊させる」ものを下宿営業というと改正された。旅館業法 2条では、ホテ

ル営業、旅館営業とは、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿

営業以外のものをいうと規定しており、下宿営業に該当すれば、旅館営業には分類されな

い。一ヶ月以上宿泊契約をするものを主体として営業を行えば、○○旅館という名称を用

いたとしても旅館業法上は下宿と分類される（この場合、旅館営業、ホテル営業及び簡易

宿所営業を営む者が下宿営業を行うときは旅館業法の許可は不要とされる）。 

旅館業には、建物（建物の一部を含む。以下同じ。）賃貸業は含まれない。建物賃貸業の

場合、その建物の管理は賃借人に移るが、宿泊事業の場合、宿泊施設の管理権は宿泊事業

者にある。建物賃貸サービスの媒介は宅地建物取引業法の適用を受けることとなるが、宿

泊サービスの媒介は旅行業法の適用を受けることとなる。従って建物賃貸サービスの統計

は宿泊統計には現れない。旅館業法に規定するホテル営業、旅館営業でなければ東京都宿

泊税は課税されないこととなる。 

ホテル営業者、旅館営業者が、主体的なビジネスとして法人、旅行業者等を契約対象と

して一ヶ月以上の長期間の宿泊契約を締結する場合、従来型の建物賃貸的下宿営業として

分類されることとなる現行旅館業制度はその環境が変化している。貸別荘、ウィークリー

マンションは建物賃貸業であり、旅館業法の施設基準等を満たす必要はない。家具付建物

賃貸借契約のもとに、別契約として付加サービス（ベッドメーク、清掃等）をあっ旋する

ことにより宿泊サービスと同じ効果を出すことを可能とする（もっともその名称に関わら

ず、その契約内容で判断されるが）状況である。引受義務、施設基準等規制の異なる宿泊

制度と建物賃貸借制度について、法制度の再構築を検討しなければならない可能性がでて

きているわけである。 

「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりは、居住地と旅行地に対する意識の相対

化をもたらし、宿泊制度を考える場合にも重要な要素となってきている。「住む」と「訪れ

る」の相対化は、宿泊施設と居住施設の相対化でもある。戦後居住施設が不足し、交通機

関が未発達であり、宿泊施設も整備されていなかったときは、それぞれ、基本的には住宅

法制度、宿泊法制度により対応されてきたが、高度消費社会の今日、両者が相対化した時

点では、それぞれの制度の再整理が必要である。 

(4)旅館業法の宿泊引受義務  

旅館業法は営業許可制となっており、同法第 5 条で締約強制が行われ、宿泊しようとす

る者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき、宿泊しようとする者がと

ばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき、宿泊施設

に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき以外は、宿泊を拒むこと

は出来ないこととなっている。このような義務は同じ営業許可制にある飲食店には課せら

れていない。黒川温泉所在の旅館のハンセン病に関する事件はこれに違反したものである６）。

この事件前にも HIV 患者宿泊拒否事件が発生したことがあるが、日常生活を通じて感染せ
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ず宿泊拒否は旅館業法違反とする厚生省課長通達７）が 1992 年に出されている。新型肺炎

(SARS)騒動時、一部の観光地が台湾からの宿泊客受入拒否表明を行ったと報道され、ホー

ムページにおいても堂々と「新型肺炎（SARS）の件で、当面の間、中国、台湾等からのお

客様の宿泊を、拒否させて頂きます。」と掲示する宿泊施設が存在したが、具体的に拒否し

た場合、明らかに旅館業法 5条違反となる。 

引受義務条項が存在しない公衆浴場が「外国人」の入浴を拒否したことに関する

「Japanese Only」訴訟において、原告に精神的損害賠償が認められた（2002年 11月 11日

札幌地方裁判所判決）。憲法 14 条１項や人種差別撤廃条約などにも反すると判断された。

旅館業法 5 条による引受義務が存在する宿泊事業の場合であっても、理由なき外国人の宿

泊拒否は、引受義務の存在以前の人権問題であり、ましてや積極的外客誘致を政策とする

のであれば、制度的にトータルで議論しておく必要がある。外客増大政策が進展するに従

い同様の事件が再発する可能性が高い。 

交通機関の場合、運送引受義務が数量規制（免許制度等）とセットになって制度形成さ

れている。従って数量規制が廃止される場合に運送引受義務も廃止される。道路運送法に

よる貨物自動車運送事業の規制緩和により運送引受条項が廃止されている。交通機関、通

信手段が発達した時代、宿泊サービスは特殊扱いされるサービスではなくなっている。「特

別の除外例以外は宿泊を拒んではならないというところまで営業者を拘束していいのもの

であるかどうかという点について疑問を持つ」8)「今後外客を誘致しなければならない日本

の国際観光ホテルを考えました場合に、この第 5 条の運営の仕方は非常に問題になる場合

が多々あろうかと思います」9)と国会でも論議されており、制度論としては、講学上の許可

制度のもと、参入規制もない事業に対して営業許可の取消にもつながる引受義務を課すこ

とは問題がある。 

 

第２節 国際観光ホテル整備法と料金規制等 

1948 年「公衆衛生の見地から必要な取締を行い、もってその経営を公共の福祉に適合さ

せることを目的」として旅館業法が警察取締の発想に基づき制定されたのに対して、国際

観光ホテル整備法は、翌年「ホテルその他の外客宿泊施設の整備を図り、外客接遇の充実

に資することを目的」として、施設整備の発想に基づき制定された。その後両法とも数度

の改正を経て、制度当初に比べれば、運用面においてその差異がすくなくなってきている。 

(1)外客誘致法としての国際観光ホテル整備法  

国際観光ホテル整備法は、外客宿泊施設の整備を図るための法律であり、施設及び経営

が一定の基準に適合するホテル、旅館につき登録制度を設け、税制上の優遇措置（地方税

法による固定資産税の軽減措置、法人税の課税標準に関する固定資産の耐用年数の特例）

等を講ずるものである。同法は終戦後優秀なホテルは駐留軍に接収され、民間に任せてい

ても整備は進まないので抜本的な助成法を作って推進しようということで 1949年に成立し

た。成立時ホテルは 60軒と外客に対応できる数ではなく、旅館も補助的に本法による規定

を準用することができることとされ、100軒程度が登録された。法律名がホテル整備法とな

っているように、外客誘致の対象は洋式であるホテルを利用する西洋人であり、旅館はホ

テルの補完的役割との認識からスタートしていた。 

国際観光ホテル整備法が議員提出法案として提出された第６回国会衆議院観光特別委員
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会では、本法が規定するような助成措置が必要かという点に加えて、本法の主務官庁はど

こかという点が論議の対象となった。衆議院観光特別委員会が同法制局とも打ち合わせ、

運輸大臣と決定したが、審議途上において衆議院の厚生委員会が観光特別委員会に対し、

旅館業法、国立公園法、温泉法等の調整が必要であり、主務大臣に厚生大臣も加えること

等を申し入れてきた 10）。通商産業省も観光産業の主務官庁であると主張して衆議院の通産

委員会に働きかけをした。「運輸省から提案されたならば到底成立しなかった」11）とされる。 

1992年国際観光ホテル整備法の一部改正法によりホテル等の登録基準が 1949年発足以来

40 年ぶりに改正された。改正法の提案理由では「我が国を取り巻く国際環境は著しく変化

してきており、それに伴い、我が国を訪れる外客も、その数が増大するとともに、その中

でのアジア地域からの来訪の割合が急速に増加していること等から、宿泊ニーズについて

も一定の快適性を満たされることを条件に相当程度多様化してきており、従来の登録ホテ

ル及び登録旅館だけでは十分に対応し切れない状況となってきております」となっている

が（４）、税制上の優遇措置を含め実施されている助成措置が後退し、なおかつ東京都では宿

泊税が課税されている(第 2章参照)ところから、単なる登録のための制度となりつつあり、

法制度としての必要性への疑義が生じかねない状況である。 

(2)宿泊料金規制 

旅館業法は宿泊事業を事業として規定する法律とはなったものの、宿泊契約に関する規

定は整備されておらず、宿泊契約の基本となる宿泊料金に関する規定も存在しない。これ

に対して、国際観光ホテル整備法に基づく登録を受けるホテル業、旅館業を営む者は同法

に規定する料金規制等を受けることとなる。 

1964 年東京オリンピックを控え、外国の旅客の接遇の充実に資するため、登録ホテルあ

るいは登録旅館について宿泊約款に関する制度が規定された。それまでは国際観光ホテル

整備法においては料金の公示のみ義務づけられていたが、改正法により約款、料金ととも

に届出・公示されることとなった（外客接遇上不適当なときは変更命令が出せる(5)）。これ

に違反した場合は 20万円以下の罰金となっている。 

航空、鉄道等の運送機関の運賃も規制緩和により主務大臣への届出・公示制（変更命令

あり）となっており、国際観光ホテル整備法の適用を受ける料金については、これらの公

共運送機関の運賃と同様の規制を受ける料金という意味では違いはなくなってきている。

規制料金については、貨物運送事業、一般貸切自動車運送事業(いわゆる貸切バス)等の分

野と同様、登録ホテル・旅館においても市場を反映した実勢料金が存在し、法令順守がな

されていないため、国際観光ホテル整備法の必要性への疑義が生じかねない状況である。

届出制そのものを再考すべきかもしれない。なお、公営の国民宿舎は、設置主体が地方公

共団体であるところから、登録ホテル、旅館でなくても、地方財政法の規定により、その

料金額が具体的に条例(6)で規定されている。 

(3)泊食分離制度   

旅館業法では宿泊の定義から食事を除外している。食事の引受義務はなく宿泊には引受

義務があるところから、食事と宿泊との強制セット販売は違法と解釈される。宿泊税も食

事には課税されない。これに対して、国際観光ホテル整備法では「宿泊及び飲食させる」

と規定しているところから、泊食分離が制度論として課題となる。 

国際観光ホテル整備法の登録ホテル、旅館では、チェックインからチェックアウトまで
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の時間が宿泊として、具体的な引受時間を宿泊約款上明らかにしている。ホテルについて

は国際観光ホテル整備法施行規則では、洋食を朝食に提供できることが登録要件であり、

料金は宿泊料、食事料別に公示しなければならないこととなっている。旅館については食

事提供が同規則では登録要件になっていないが、国際観光ホテル整備法の旅館の定義から

すると食事の提供能力が要求されるべきである。 

料金の公示は、食事つき宿泊（しかも朝食つき、夕食つきに区分して）、食事なし宿泊に

関する料金を玄関又はフロントに、客室に係る料金を当該客室に、それぞれ日本語及び外

国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うこととなっている。従って制

度上は宿泊と食事は分離されているといえるものの、営業上は宿泊・食事セットで販売さ

れていることから、泊食分離が課題となるわけである。なお、2004 年の法改正により、登

録ホテル･旅館の遵守義務等についての規定が設けられ、国土交通省令で「宿泊客に対して

提供する朝食又は夕食の料金を定め、当該料金を日本語及び外国語により記載して備え置

き、又は掲示すること」が定められた。食事が提供される場合の規定であり、食事提供が

なされていない点で従来と変化はないが、違反する場合に国土交通大臣等の是正指示が出

され、これに従わない場合に登録取消が可能となるよう改正された。 

泊食分離は古くからの課題であり、1969 年にスタートした国民旅館制度でも取り組まれ

ていた。「旅館の中には、往々にして施設内容や料金が不明確であったり食事代と宿泊料金

が合理的に区分されていないものもあり、旅行者がその選択に当たって不便な思いをして

いるものも多い」（1970 年版観光白書 p.116）との認識から、（財）国民旅館指導センター

（現在は（財）全国ホテル旅館振興センター）が「国民が利用しやすいよう、低廉であり、

かつ宿泊料金と食事料金とを区分し、その料金体系の合理化が図られていること」等の基

準に合致するものを国民旅館（1993 年ナイス・インと名称変更）として指定するものであ

る。これらの措置は、旅館業法を所管する旧厚生省の行政指導のもとに行われてきたが、

前述のとおり旅館業法の解釈から泊食分離は当然のことである。 

なお、商工省が 1943年 1月ホテル宿泊料金統制要綱中に規定したホテルの定義によれば

「食堂を有し、食事は食堂において提供すること」が一項目として上げられている。旅館

においては食事は各部屋で取ることが普通の時代には大きな違いであったが、今日では旅

館においても食事は食堂においてすることも一般的であり、食事場所の違いをもって制度

的に分類する必要性はなくなっている。 

なお、宿泊施設における食事提供サービスは、自ら提供する方式のほか、食堂をテナン

トとして設置する方式、出前をあっ旋する方式、近隣の食堂情報を提供する形、自炊施設

を賃貸する方式等が想定され、制度上賃貸業であってもこれらの方式を活用することによ

り実質宿泊サービスと同じ効果が出せる。契約類型とは別に宿泊事業と建物賃貸業の経済

的機能の近似化を可能とするわけである。 

 

第３節 宿泊事業の法制度上の分類  

(1)ホテルと旅館 

旅館業法は、旅館業を、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業に分類し、

ホテル営業とは「洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業」、旅館営業とは

「和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業」とする。旅館業法の運用によれ
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ば、旅館とホテルの区別は客室の数で、和室が半数以上のものを旅館と呼び、洋室が半数

以上のものをホテルと呼ぶが、現実には、旅館ホテルの名称と法的な区別は一致しないこ

とも多いとされる。旅館業法上ホテルと旅館を区別する実質的意味はないから支障はきた

していない。なお、「旅館」という呼称は、「余裕ある旅行で宿泊する高級な施設」に対

して用いられはじめ、大正期以降に一般名称として用いられる傾向が見られたとされる 12)。 

国際観光ホテル整備法ではホテルとは「外客の宿泊に適するように造られた施設であっ

て洋式の構造及び設備を有するもの」と定義するものの、旅館については「外客の宿泊に

適するように造られた施設であってホテル以外のもの」と定義し、和式であるとの積極的

定義を行っていない（7）。同法の規定によれば、洋式に該当しない漢式(8)、イスラム式、韓

式宿泊施設はホテルではなく旅館に分類されることとなる。その一方法律で委任された国

際観光ホテル整備法施行規則においては、わずかに「客室全体が、日本間として調和のと

れたものであること」「畳敷きの室があり、当該室の床面積が、通常一人で使用する客室

については七平方メートル以上、その他の客室については九・三平方メートル以上あるこ

と」とする規定があるのみであり、その他の多くの基準はあくまで外客用のホテルに準じ

た基準となっている。その結果和室のないイスラム式等は登録することができないわけで

ある。同規則は和式についての若干の基準しかなく、しかも和式、洋式以外のものを想定

する国際観光ホテル整備法は整合性のとれたものとなっていないのである。立法制度論と

しては、旅館の積極的意義付け及び定義を行い、法律名をホテルに限定しないものとする

か、あるいはホテル・旅館の二分類を廃止するかの検討を行うべきである。 

なお、国際観光ホテル整備法 8条では名称の使用制限につき規定を設けており、登録上

旅館である場合に、基準の異なる登録ホテルと称することはできない。「○○ホテル」とい

う名称の宿泊施設が、国際観光ホテル整備法上旅館として登録する場合は、登録旅館「○

○ホテル」という名称により営業されているが、外客に当該営業施設がホテルであるか旅

館であるかを明確にするという外客誘致の法の趣旨からは不適切である。登録施設と非登

録施設を一体として営業する場合にも、外客の利便を旨とする法の趣旨からすれば利用者

が確認できる措置を講じておくべきである。 

一方、日本人の生活様式の変化に伴い、ホテルのウェイトが高まり 1970 年代から 1980

年代にかけての 10年間に施設数で約 4.5倍という著しい伸びを見せたが、その理由として

「①国民生活の洋風化に伴い、洋式宿泊施設であるホテルに対する抵抗感が少なくなって

きたこと、②食事は自由に選択したい、いつでも気軽に出入りしたいといった行動の自由

を求める傾向にマッチしていたこと、③経済成長、国民生活の向上等に伴い、会議、研修、

宴会、食事ショッピング等にホテルを利用したいという需要が増大してきたこと、④宿泊

に必要最小限の施設、設備で料金を安く抑えたいわゆるビジネスホテルが、ビジネス客の

ニーズにこたえて増えてきたこと等が考えられる。」と 1982年版観光白書（p.140）では分

析している。 

1992年の国際観光ホテル整備法の一部改正により、旅館はホテルと並列的に位置づけら

れたものの、定義上はホテル以外の宿泊施設が旅館とされる規定の仕方には変わりはなか

った。この点が一応和式をもって旅館と定義する旅館業法と異なるところである。立法時

アメリカ人を中心に想定していた前提とは異なり、現在外客の多数は韓国人、華人等のア

ジア人であり（9）、その割合は増加すると予想される。わが国の宿泊施設はホテル、旅館の
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如何を問わず旅館業法、建築基準法、消防法等により、衛生基準、安全基準等は国際的に

は十分に担保されている。旅館とホテルの違いについて「建物の構造やサービスオペレー

ションぐらいで、実際に双方を区分することは難しく、特にホスピタリティ･マインドの点

から言えば、旅館・ホテルで従事するスタッフのほとんどが日本人であるところから民族

的・文化的に言うとそれらの差はない」13)といわれるまでになってきている。従って旅館を

旅客誘致的役割も含めて代表的日本文化施設として積極的評価を行うのであれば、旅館を

厳格に定義して保護と規制を措置することを内容とした制度へと改正を行い、法律の名称

を含め国際観光ホテル整備法を見直すべきと考える。 

(2)簡易宿所  

旅館業法では簡易宿所営業とは「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け

てする営業」である。ホテル営業、旅館営業と区別される点は、多人数で共用する構造、

設備を設ける点であり、ホテル営業（旅館業法施行令では 10室以上）、旅館営業（同 5室

以上）のように規模は要件とはなっていない｡簡易宿所の要件に該当すれば、旅館営業、ホ

テル営業とは分類されない。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステル

の他カプセルホテルが簡易宿所に該当する。 

民宿、ペンションは旅館業法等法令上の用語ではない。その用語の使用も法令上制限さ

れていない。 

民宿は、民家が旅行者に自宅の一部を宿泊施設として利用させるものと認識され、その

「歴史は戦前にさかのぼる」14)とされる。今日にまで続く旅館名「炭屋」「俵屋」等は宿泊

事業が専業化していない兼業時代の名残でもあり、その起源はもっと古くまでさかのぼる

ことができるかもしれない。 

ペンションは英語では小さなホテルあるいは賄い付きの下宿を意味したとされ、日本で

は「1970年から始まった」15）とされる。観光白書での記述は「洋式を主体とする簡易宿泊

施設いわゆるペンションも若い世代を中心に利用されている」（1982年版観光白書 p.144）

がはじめてであり、爾後民宿、ペンション等を含む簡易宿所として取り扱われることとな

った。 

観光白書では民宿、ペンションの記述は簡易宿所の項で行ってきているが、多人数で共

用する構造及び設備を設けなくても民宿、ペンションと表示することは法令上可能である。

旅館業法上は簡易宿所ではなく旅館、ホテルに分類されるものであっても、営業政策上民

宿、ペンションと表示する経営者も多い。なお、用語として民宿（10）が観光白書に初めて登

場するのは、1974 年版観光白書の簡易宿所に関する記述「その営業形態についてみると民

宿旅館と称するものが全体の過半数（55.3%）を占めている」（p.168）においてである。 

今日、民宿もペンションも自宅の設備を下回るサービス水準では利用されなくなってき

ており、相部屋方式であるという基準だけで、大都市における簡易宿所と認識されるもの

と同じものに制度上分類することは見直すべき時代に入ってきている（11）。 

(3)ユースホステル等 

国際観光ホテル整備法は、外客のため登録制度を設けているが、外客をめぐる状況は大

きく変化している。見えざる輸出として外客誘致が推進された時代、外客とは高額所得者

であり洋式(水洗)トイレが必須とされ、英語が通じることが前提であった。下水道整備が

過剰公共投資から批判を浴びる今日、洋式(水洗)トイレが基準とされる時代ではない。訪
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日外国人は日本人より所得水準が高くない時代である。東京の高級ホテルにはかなわない

にしても、ユースホステルの外人宿泊率は平均１５％であり、(社)日本ホテル協会加盟ホ

テル年間平均外人宿泊比率と同程度である。これに対して登録旅館の外国人の宿泊利用は

宿泊人員中 2.2%である 16）。 

ユースホステルは旅館業法上簡易宿所施設営業ではあるものの、外国人比率は国際観光

ホテル整備法の登録旅館よりは高率であり、外客は英語を話す高所得者とした旧来のイン

バウンド制度の前提が崩れている。 

外客誘致を主眼とした宿泊制度を再構築するには、昭和 20年代を時代背景にした国際観

光ホテル整備法ではなく、ユースホステル、ジャパニーズイン（12）、ウェルカムイン（13）（国

際観光民宿・ペンション（14））念頭に置いた宿泊設備の整備制度を考える必要があるが、前

述のとおり資産課税軽減等が主な法律事項となっている国際観光ホテル整備法自体も法制

度としての維持が問題化されている今日、単なる情報提供制度のみでは法律に基づく制度

として整備することは困難であり、民間の非法定制度として整備することが現実的である。 

 

第 4 節 旅行業制度における宿泊の取扱 

(1)旅行契約と宿泊 

わが国宿泊事業はその販売において旅行業を活用する比率が高く旅行業制度もわが国宿

泊事業に大きな影響を与えるものとなっている。その旅行業を規定する旅行業法において

は、宿泊(15)につき「宿泊のサービス」「宿泊施設」という用語を使用し、直接旅館業法等の

規定を引用していない。従って賃貸借契約によるサービスを排除するものであるか不明確

である。統合前の西ドイツ民法のもとでの連邦通常裁判所の判例では休暇用住宅の媒介と

いう単一の給付であっても主催旅行契約の成立を認めたものがあった 17）。利用者保護の観

点からは広く解釈するべきである。また、旅館業法に規定する簡易宿所、下宿も排除され

ないと解釈される。 

旅行業制度では、宿泊事業者(B)、旅行業者(b)及び実利用者(C)が当事者である。b と C

の間に締結される旅行契約は、手配旅行契約と主催(企画)旅行契約に分類される。 

手配旅行契約においては、宿泊事業者と実利用者の間(B2C(Business to Customer))に「宿

泊契約」が締結されることとなるが、主催(企画)旅行契約の場合、その法的構成をめぐっ

て諸説が存在する。宿泊料金等 B2C の規制を受けない場合は、その契約内容により個別に

判断されることとなる。B2Cに約款、料金等の規制が存在する場合は、b2Cが介在するとき

であっても規制がかかるのかという一般的課題を論じなければならない。 

主催(企画)旅行の場合、宿泊と運送等をセットにして包括料金で販売される。従って、

届出宿泊料金、運賃を前提としない価格となっている。b2Cに料金、約款規制が適用される

と包括料金が成立しない実態が一般化しており、b2Cには規制がかからないという実務慣行

が確立しているといえる状態にある。B2C に国際観光ホテル整備法の適用はなく、届出料

金・約款遵守義務もないことを前提として実務が行われているわけである。 

同法の主催旅行業者と宿泊事業者の間(B2b(Business to Business))への適用問題は、主催

(企画)旅行業者と実運送業者の間の問題と同様であるが、適用がないという実務慣行が確

立している。しかしながら単品主催(企画)旅行が実務慣行上認められている実情において、

利用者が宿泊事業者と契約を結ぶ場合には料金規制がかかり、主催(企画)旅行商品として



                                           106 

購入する場合には規制がかからない現状のもとでは、現行の規制制度に構造上実効性を低

下させるものがあるわけである。 

単品主催は、主催旅行用に仕入れた客室のうち運送等と組み合わせられなった残余のも

のを単独販売したことにはじまるとされ、実務慣行として容認されるようになった。単品

主催はわが国主催(企画)旅行制度の問題点を端的にあらわし、複数のサービスの組み合わ

せ商品と異なり、実利用者に原価が直接見えてしまう点において、規制制度の実効性の低

下を意識させるものである。これに対して、EC 理事会指令等においては、主催旅行の定義

から単品主催を排除しており、規制制度について構造上実効性を低下させるものとはなっ

ていない。 

主催(企画)旅行において宿泊機関が利用される場合には、多くの場合、旅行主催者が自

己の名において宿泊機関と宿泊契約を締結する。すなわち、宿泊機関と旅行者とは直接の

契約当事者の関係に立たず、旅行主催者と宿泊機関との間に宿泊契約が成立する。従って、

旅行主催者と宿泊機関の間には宿泊契約が、旅行主催者と旅行者の間には主催(企画)旅行

業約款が適用される。旅行者と宿泊機関の関係については、旅行者は常に宿泊契約の当事

者でなく、宿泊機関が旅行者に損害を与えたときに、それは旅行者に対して不法行為を構

成しても債務不履行は構成しないと考えるか、旅行者は、宿泊契約の当事者ではないが、

宿泊契約上の債権の譲受人たる地位に立つとして、不法行為のほか債務不履行の責任も宿

泊機関に生ずると解するか、説が分かれている。このことは、とりわけ「国内宿泊機関の

軽過失による失火のため旅行者が死傷した場合」18)に問題となる。失火者たる宿泊機関は不

法行為による賠償責任を免れることができる(失火ノ責任ニ関スル法律)。旅行業約款上特

別補償条項により B から C に補償金が支払われるが、その額を超えて b には請求できない

こととなる。Bの責任を制限すると不都合であり、旅行者は、宿泊契約の当事者ではないが、

宿泊契約上の債権の譲受人たる地位に立つとして、「不法行為のほか債務不履行の責任も

宿泊機関に生ずると解することが適当である」19)とされる。木造家屋前提の時代に成立した

「失火ノ責任ニ関スル法律」の存在を前提にした解釈であり、立法論的には少なくとも宿

泊機関については改正する必要があると考える。 

(2)旅行業と属地主義 

 訪日外国人が海外でパッケージツアー等の訪日旅行契約を締結する場合、その旅行契約

には日本の旅行業規制はかからない（属地主義）。登録ホテル・旅館の料金規制もその限り

においてかからないということができる。国際観光ホテル整備法は外客誘致を目的とする

ものであるが、外客との旅行契約の対象となるものに関する限り、同法の規定が適用され

るものは少ないといえ、同法そのもののスキームも再構築しなければならないものといえ

る。地方分権がすすみ、条例による宿泊規制が主流となった場合にも論理的には同様であ

る。そもそも旅行業法は社会経済的にアウトバウンド分野での機能を、宿泊関連法はイン

バウンド分野での機能を期待して制度化されたものであるところから発生するパラドック

スである。 

 

第 5 節 宿泊施設整備に関する法制度 

(1) 宿泊施設整備に関する法定計画  

観光基本法は、観光旅行者のための利便の増進を図るため、公共的旅行関係施設（宿泊
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施設、食事施設、休憩施設、案内施設その他旅行に関する施設）の整備に必要な施策を国

は講ずるものとすることを規定するとともに、家族旅行その他健全な国民大衆の観光旅行

の容易化をはかるため、公共的、非公共的を問わず旅行関係施設の整備等に必要な施策を

講ずるものとすることを規定していた。 

また、同法は「政府は、毎年、交通政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る観光

の状況を考慮して講じようとする政策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出し

なければならない。」と規定しており、いわゆる観光白書として発表されてきた。同白書に

おいては、これまで公共的旅行関係施設としていわゆる公共の宿を中心に記述が行われて

きていた(16)。 

観光基本法が規定していた観光基盤施設（空港、港湾、鉄道、道路、駐車場、旅客船そ

の他の観光の基盤となる施設）の多くは、港湾整備緊急措置法等のいわゆる社会資本関係

の整備法のもと国会で承認を受けた法定計画に基づき整備されてきている。これに対して

宿泊施設の整備に関する法定計画として規範性を持った具体的計画は存在せず、わずかに

補足的制度として温泉地計画、自然公園計画等があるくらいである。 

宿泊施設整備に関する法制度として、宿泊施設を含めた面整備を正面から規定する法律

は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律、総合保養地域整備法、

沖縄振興特別措置法、外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に

関する法律、国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する

法律等であるが、法定計画が多すぎると批判される今日、相対的には数が少ない。2001 年

の中央省庁改革前、運輸省はいわば点と線、厚生省は面としては限定的(温泉地、国立公園）

であり、面的広がりのある行政機関は建設省、農林水産省で行われることが一般的であっ

た。このことが宿泊施設に係る地域計画に関する法制度を検討する上で制約となって、宿

泊施設に関する面整備法が少なかったものと思われるが、国土交通省の設置により、面的

に広がりのある宿泊施設計画が整備されやすくなったといえる。 

国土総合開発法に基づく全国総合開発計画は観光、従って宿泊施設についても計画事項

となっていたが、同計画自体が極めて規範性の薄い計画であり、観光基本法との関係も整

理されていなかった。1987 年に策定された第四次全国総合開発計画において提唱されたリ

ゾート地域等の整備については、その後総合保養地域整備法という具体的な立法措置によ

り規範性のある計画が策定されることとなった。同法は宿泊施設を含めた法定計画として

は初めて制定された完成度の比較的高いものであるが、バブル後遺症的印象が強く、現在

では機能していない。 

(2)温泉地計画、自然公園計画と宿泊施設 

環境大臣は温泉法第 25条の規定により「国民保養温泉地」を指定することとなっている。

指定を受けるための条件等は法文上明確にされているものではない。国民保養温泉地の整

備、運営は、環境大臣が定める「温泉地計画」に基づき、市町村等が実施することとなっ

ており、宿泊施設については、利用者数、利用者の階層、利用形態につき現在のみならず

将来の趨勢を十分勘案して、整備を計画することとなっている（温泉地計画の策定につい

て（1953年 10月 28日国発第 190号各都道府県知事宛厚生大臣官房国立公園部長通知））が、

法律上宿泊施設の整備が明文で規定されているものではないところから、規範性の弱いも

のとなっている。観光立国推進基本法が規定する旅行関連施設の整備施策として位置づけ
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を明確にして、温泉施設を含め法定計画として行うべきである。 

旅館業法を所管する厚生省(現厚生労働省)では、観光基本法の規定する公共的旅行関連

施設の整備には積極的であったものの、規範性のある計画に基づくものは少なく、わずか

に自然公園計画のみであった。 

国立公園等自然公園利用の主要な拠点となっている施設は、公園計画として決定された

ものであったが、計画決定以前に既に利用拠点として開発されていたもの、低廉な休養施

設が十分でなかったもの等があり、利用上、管理上好ましくない事例も見受けられた。こ

のため、自然公園の趣旨に沿う意欲的な集団施設地区計画として、自然公園等における利

用の中心地に、大規模かつ総合的な諸施設の整備を行い、低廉で健全な保険休養地として、

1961年度以来建設されているのが国民休暇村である。この国民休暇村は、野営場、駐車場、

園地、園路塔の公共施設と宿舎等の有料施設を合わせ整備するものであるが、このうち、

宿舎等の有料施設は、（財）国民休暇村協会が厚生年金及び国民年金の積立金から融資を受

けて実施しているものである。行為規制の厳しい自然公園地域内の宿泊施設については、

規範性の強い法定計画としての宿泊施設整備計画が求められる。 

(3)農林漁業と民宿業 

農林漁業制度においては、宿泊施設に対する対応が大きく変化した。戦争直後の国土計

画は経済自立が目標であり、経済自立には食糧増産と輸入促進が不可欠と認識されたもの

の、食糧増産には国土の開拓、輸入促進には外客誘致のための観光資源保全という、観光

資源を巡っては対立する考えを内在させるものでもあった 20）。 
食料増産は成功し、減反政策開始から 30 年後、「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤

整備の促進に関する法律（1994 年法律 46 号）」が制定された。道府県知事が農村滞在型余

暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針を定め、これに基づき市町村が市町村

計画を作成する等の措置を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業についての民間団体によ

る登録制度を実施することなどにより、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備を促進

しようとするものである。宿泊施設と余暇活動を一体的に計画する点で施設計画の域を脱

しており注目される制度である。この「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人を宿

泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要

な役務を提供する営業であって、農林漁業者又はその組織する団体が行うものをいう(17)。 

農林水産省では、農村概念を前提としたグリーンツーリズムを推進している。しかしな

がら法制度上、農業概念は明確化されているが農村概念は存在しない。現行の日本におい

ては都市と農村を区分する制度的概念の樹立はきわめて困難な状況である。従って景観を

保ちつつ農業を再生するために例えば民宿を増やそうとするのであれば、農業と農村の関

係等産業政策と地域政策の仕切りが不明確な点について再検討すべきである。 

 

【補注】 

(1)「旅館・ホテルを活用して、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある

高齢者等に対し、通所による各種サービスを提供することにより高齢者の社会的孤立感の解消、

自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を目的とする事業」（2004 年 1 月 20 日全国厚

生労働関係部局長会議資料）のことをいう。  

(2) 「宿泊契約は賃貸借(客室等の有償利用)を基本とし、これに売買(食事の提供など)・雇用(従
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業員のサービスの提供)等の結合された混合契約である、と説明されることが多い」と記述する

ものがある（1975年発行有斐閣「注釈民法」第 17巻 p.423）。 

(3）明治 21年長崎県令第 54号宿屋取締規則では宿屋をわけて旅人宿、下宿屋、木賃宿の 3種類

とし、下宿屋とは一ヶ月賄料座敷料等を約定し寄寓せしむるものをいうとしている。宿泊料金統

制要綱（昭和 17 年(1942 年)勅令）では、宿屋を旅館（温泉旅館を含む）、下宿、ホテルに区分

すると規定している（「旅と宿」(社)国際観光旅館連盟 1978年発行による）。 

(4)1992 年 5 月 21 日参議院運輸委員会において奥田敬和運輸大臣は「振り返って当時の状況と

いうことになりますと、外客として日本を訪れるのはもう限られた人でもありましたし、また当

時の国内事情からいえば、はっきり言って便所一つとってみても下水道施設の普及しているとこ

ろの方がおかしいのであって、まさに水洗便所というような形のいわゆるホテルとしての最低の

施設すら完備されているところが少なかった時期でもございました。したがって、この当時の国

際ホテルの格付ということになりますと、これは我々の生活、いわゆる一般国民層の生活水準か

ら見ると破格な施設を擁したものが外客接遇に値するホテルであったという時期でございます。

ところが、今やもう相当なホテルに泊まってみてももうみんなそれぞれの一般家庭の家の施設と

ほとんど変わらなくて、むしろ一般家庭の方が整っている。」と発言している。 

(5) 国際観光ホテル整備法施行規則 12 条では「宿泊料金、飲食料金その他の当該ホテルにおい

て提供するサービスについて、外客間又は外客とその他の客との間で不当な差別的取扱いをして

はならない」と規定している。 

(6)神戸市立国民宿舎条例(1962年条例 24号)では、「団体又は旅行あっせん業者のあっせんする

者の宿泊料は，この表に規定する額の 1割を超えない範囲内で須磨荘管理受託者が定める額を割

り引くことができる。」と規定している。 

(7）商工省が 1943年 1月ホテル宿泊料金統制要綱中に規定したホテルの定義は「１洋式構造に

して洋式設備を有すること ２自由に出入りしうる玄関及び広場等の公室を有すること ３客

室には流水設備を有し、鎖錠しうること ４玄関帳場において宿泊料金を決定し、宿泊人名簿の

記入等をなすこと ５食堂を有し、食事は食堂において提供すること」となっている。国際観光

ホテル整備法制定時の旅館の定義では、別表第三において「一 環境、建築、外観及び庭園が優

秀で、外客を喜ばせるに足るものであること」「三 客室は、次の条件をみたすものであること。

イ 設備、調度品等が、日本趣味豊かなものであつて、外客を喜ばせるに足るものであること」

と法律で定められていた。 

(8)曽山毅は学位請求論文「日本植民地下の台湾における近代ツーリズムの形成」において「『台

湾鉄道旅行案内』昭和 15年(1940年)版には、その主要 9都市の宿泊施設紹介に。「本島式」と

「内地式」という表現が見られる。「内地式」は日本旅館タイプの宿泊施設である。「本島式」

は、正確にはどのような宿泊施設か不明であるが、寝台付の漢式の部屋からなる施設と考えられ

る」(p.198)「一般に漢式の寝台は、部屋の隅に固定された木製の台に、寝具を強いて使用する。

最大 3人程度までは寝ることができる」(p.122)と記述する。 

(9）1992年 5月 21日参議院運輸委員会において吉田之久は「近年特に増大しつつあるアジアの

国々の方々の訪日、その人たちを受け入れるためにより的確な法整備を行うべきであるというこ

とでこのことがなされていると思うのでございます。」と発言している。 

(10)ふるさと民宿経営事典（和田文雄（1987）：㈱スタジオ・ウィズ発行）では、（社）日本民宿

組合中央会が「民宿資格基準規定」（1975年 5月 31日付厚生省承認）規格適合者に「公認民宿」
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の資格を与え、登録をするとし、この基準でいう民宿とは「海浜、山村または観光地にあって不

特定又は多数の旅行者を宿泊させる施設」で次の４点の条件（略）を備えたものとの記述をして

いる。 

(11)「民宿は、ホテル・旅館と違って、一般家庭の一隅を使って旅人に宿泊の接遇サービスを提

供するものですから、誰でもお金さえ払えば泊まれるというものではありません」とするホーム

ページ(民宿ネットワーク http://www.minshuku.co.jp/yadosagashi.html）(2005年12月20日ア

クセス)もあるが、旅館業法上の宿泊引受義務は簡易宿所であっても適用される。 

(12)1992年 5月 12日衆議院運輸委員会において政府委員は「ジャパニーズ・イン・グループに

つきましては、施設面で今回の法律改正によりましても登録基準を満たさないものが多い」と発

言している。 

(13）1997年 5月 20日衆議院運輸委員会において寺前巌委員は「「運輸省に登録しているところ

のホテルの数では千軒ほどあるけれども、それでは高いから。そうすると、安いところの紹介を

積極的にやるというのが重要な目玉になっているのかな。そうすると、登録していないところの、

いろいろな指定地域の計画地域で何か考えるのか。」和田政府委員発言「ウェルカムインという

のがございます。これは従来から、一泊一万円を超えず、八千円とかそうしたレベルで、外国人

が相当来られてもいいようなウエルカム体制になっているということ、また、もちろん諸法令に

は十分適合していることでございます。」と発言している。 

(14)国土交通省ホームページ(2006年 10月 10日アクセス) 

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa61/ind000104/002.html 

(15)台湾民法、観光発展条例では、「膳宿」「食宿」という用語を持って、旅行業の要素として

おり、日本の旅行業法の宿泊に該当する「住宿」と使い分けている。 

(16)国民保養センター、簡易保険郵便年金保養センター、勤労総合福祉センター、労働福祉事業

団体休養所、国家公務員等共済組合連合会宿泊施設、家族キャンプ村、青少年旅行村、大規模年

金保養基地等観光レクリエーション施設等数多くの公的計画及び公共の宿が観光白書で取り上

げられてきた  

(17)農林漁業体験民宿業者の登録制度について指定法人制度を廃止するための措置を講じた

2005 年の法改正において、登録の対象となる農林漁業体験民宿業者の範囲が、農林漁業者また

はその組織する団体以外の者(Ｉターンした者等)が農林漁業体験活動に必要なサービスを提供

する場合にも拡大された。 
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